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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの保持ローラと、パッド部材と、該保持ローラ及び該パッド部材とに無
端状に張架された定着ベルトと、該定着ベルトを介して前記パッド部材を加圧する加圧ロ
ーラと、を含み、前記パッド部材に保持された前記定着ベルトと前記加圧ローラとの間に
形成されたニップ部を所定の定着温度に加熱し、該ニップ部に記録材を通過させることで
該記録材上の未定着トナーを加熱定着する定着装置を備え、
　前記定着装置は、前記パッド部材に設けられて、前記ニップ部の記録材通過方向下流側
で前記定着ベルトの前記加圧ローラに対する接触面側に突出可能な突出部と、該突出部の
突出量を切り換える突出量切換え手段と、前記定着ベルトの張力を切り換える張力切換え
手段と、を有し、
　さらに、画像プリント時に記録材の前記ニップ部からの分離性に関する情報を検知する
分離性検知手段と、制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記分離性検知手段による分離性に関する情報に基づいて、前記突出
量切換え手段及び前記張力切換え手段を制御して前記突出量及び前記張力を切り換え、
　前記制御手段は、前記分離性検知手段の情報に基づいて分離性の低下を判別すると、前
記突出量及び前記張力を大きくすること、
　を特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　少なくとも一つの保持ローラと、パッド部材と、該保持ローラ及び該パッド部材とに無
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端状に張架された定着ベルトと、該定着ベルトを介して前記パッド部材を加圧する加圧ロ
ーラと、を含み、前記パッド部材に保持された前記定着ベルトと前記加圧ローラとの間に
形成されたニップ部を所定の定着温度に加熱し、該ニップ部に記録材を通過させることで
該記録材上の未定着トナーを加熱定着する定着装置を備え、
　前記定着装置は、前記パッド部材に設けられて、前記ニップ部の記録材通過方向下流側
で前記定着ベルトの前記加圧ローラに対する接触面側に突出可能な突出部と、該突出部の
突出量を切り換える突出量切換え手段と、前記定着ベルトの張力を切り換える張力切換え
手段と、を有し、
　さらに、画像プリント時に記録材の前記ニップ部からの分離性に関する情報を検知する
分離性検知手段と、制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記分離性検知手段による分離性に関する情報に基づいて、前記突出
量切換え手段及び前記張力切換え手段を制御して前記突出量及び前記張力を切り換え、
　前記制御手段は、所定の駆動期間内に、前記分離性検知手段からの情報に基づく前記突
出量及び前記張力の切換えが行われなかったときに、前記定着装置が動作している状態で
、前記突出量及び前記張力の切換えを行うこと、
　を特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、記録材の種類、使用環境、プリントされる画像パターン及び前記定着
装置の耐久状態のうち少なくとも一つの情報に基づいて分離性を判別すること、を特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の画像形成装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、特に、プリンタや複写機などの電子写真方式による画像形成
装置におけるトナー定着部での用紙分離性の向上に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機やプリンタなどの電子写真方式による画像形成装置においては、原稿に対応した
静電潜像を感光体上に形成し、該静電潜像にトナーを付与することで顕像化し、この顕像
化されたトナー像を記録紙上に転写、定着した後、排紙している。モノクロ画像は単一の
作像ユニットにて各工程を実行し、カラー画像にあっては並置された四つの感光体上にそ
れぞれ形成されたＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋの各色のトナー像を中間転写体（ベルト）上に１次転写
（合成）した後、記録紙上に２次転写し、定着している。
【０００３】
　トナー像を記録紙上に定着する定着装置として、熱源を内蔵した加熱ローラと定着ロー
ラとに定着ベルトを無端状に張架し、定着ベルトを介して定着ローラを加圧する加圧ロー
ラを有するものが知られている（以下、定着ベルト張架式と記す）。この定着装置にあっ
ては、定着ベルトと加圧ローラとによって形成されるニップ部で、トナー像が転写された
記録紙を挟持・搬送しながら、加熱・加圧して、トナー像を加熱定着する。
【０００４】
　前記定着装置においては、省エネの観点より、定着温度をより低くすることが望ましく
、このためにニップ部の幅寸法を通紙方向に大きくして加熱時間を長くすることが考えら
れる。ニップ幅を大きくするために、定着ベルト張架式においては、ゴム製の定着ローラ
本体や加圧ローラ本体の肉厚を大きくする、ゴム硬度を下げる、直径を大きくするかの少
なくともいずれかが採用されている。
【０００５】
　しかしながら、ローラ本体の肉厚を大きくしたり、ゴム硬度を下げた場合、ゴムの耐久
性が低下するため、定着装置としての寿命が短くなる。また、ローラ本体の肉厚を大きく
した場合、熱容量が増加するためにウォームアップ時間が長くなる。また、ローラの直径
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を大きくすると、部品コストの上昇や定着装置の大型化につながる。
【０００６】
　一方、定着ベルト張架式の定着装置において、定着ローラに代えて定着パッドを用い、
加圧ローラを定着ベルトを介して定着パッドに圧接させるものが知られている。このよう
な定着装置では、定着ニップ部が定着パッドの形状によって決まるため、定着パッドの形
状を工夫することで、加圧ローラの肉厚、直径やゴム硬度をそれほど大きく変更すること
なく、ニップ幅を大きくすることができる。これにて、定着温度を低く設定することが可
能になり、省エネが実現される。
【０００７】
　ところで、定着装置においては、記録紙上の未定着トナーは定着ニップ部を通過する際
に加熱されるので、加熱されたトナーが接着剤として作用し、記録材がニップ部を通過し
た後も定着ベルトから分離せずに定着ベルトの表面に付着したまま定着ベルトに巻き付き
、ジャムが発生する（分離不良）という問題点を有している。特に、記録紙として斥量の
小さい紙（薄紙）が使用される場合、使用環境が高湿度である場合、画像カバレッジ（用
紙全面に対する画像の割合）が大きい場合、定着装置自体が新品に近くて定着ベルト表面
の平滑度が高い場合などに、分離性能がより低下する。
【０００８】
　従来では、前記分離不良を解決するために、定着ニップ部の出口側に、複数の爪部材を
配置し、該爪部材の先端が定着ベルトと記録紙との隙間に潜り込むことによって、機械的
に記録紙を定着ベルトから分離する方式が採用されていた。しかしながら、このような分
離爪機構は、部品を追加することからコストが増加する。また、分離爪の先端と定着ベル
トの表面との間に僅かな空隙があるか、または分離爪が定着ベルトに軽く接触している状
態が望ましいため、定着装置の製造時における分離爪の位置管理、調整が困難であり、か
つ、分離爪によって定着ベルトに傷をつけるおそれもある。
【０００９】
　特許文献１には、定着ベルトの張力を切り換えることで、定着ニップ部の出口側の曲率
半径を小さくする機構を備えた画像形成装置が記載されている。しかし、この機構では、
定着ベルトをローラによって保持してニップ部を形成しているため、曲率半径を小さくし
た場合に、ニップ幅が狭くなることで定着性能が低下するという問題点を有している。
【００１０】
　一方、特許文献２では、定着パッドを用いた定着ベルト張架式の定着装置が記載されて
いる。ここでは、ニップ部の出口側で定着パッドを加圧ローラ側に突き出す形状にするこ
とで、定着ベルトの曲率半径を小さくしている。しかしながら、この定着装置では、ニッ
プ部の出口側で定着ベルトが大きく屈曲するため、定着ベルトへの負荷が大きくなり、ベ
ルトの耐久性が低下するという問題点を有している。また、定着ベルトは定着パッドに対
して潤滑剤を介して摺動するように構成されており、耐久性の点から、定着ベルトが定着
パッドに作用する圧力は小さいほうが望ましい。そのため、定着ベルトの張力も小さく設
定することが望ましい。しかし、張力を小さく設定すると、ニップ部の出口のさらに通紙
方向下流側では定着ベルトの曲率半径がベルト自体の弾性で大きくなってしまい、分離性
能向上の効果が低下してしまう。これに対して、定着ベルトの張力を上げると、曲率半径
が小さい状態が保持されるが、定着ベルトと定着パッドとの接触圧が高くなるため、耐久
性に支障が生じる。即ち、定着ベルトの張力は、上げると分離性能が向上するが耐久性が
低下し、下げると耐久性が向上するが分離性能が低下するというトレードオフの関係にあ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００６－２３５５７３号公報
【特許文献２】特開２０１４－６３１７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、定着ベルトなどの耐久性をできるだけ低下させることなく記録材の分
離性能を向上させることのできる定着ベルト張架式の定着装置を備えた画像形成装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一形態である画像形成装置は、
　少なくとも一つの保持ローラと、パッド部材と、該保持ローラ及び該パッド部材とに無
端状に張架された定着ベルトと、該定着ベルトを介して前記パッド部材を加圧する加圧ロ
ーラと、を含み、前記パッド部材に保持された前記定着ベルトと前記加圧ローラとの間に
形成されたニップ部を所定の定着温度に加熱し、該ニップ部に記録材を通過させることで
該記録材上の未定着トナーを加熱定着する定着装置を備え、
　前記定着装置は、前記パッド部材に設けられて、前記ニップ部の記録材通過方向下流側
で前記定着ベルトの前記加圧ローラに対する接触面側に突出可能な突出部と、該突出部の
突出量を切り換える突出量切換え手段と、前記定着ベルトの張力を切り換える張力切換え
手段と、を有し、
　さらに、画像プリント時に記録材の前記ニップ部からの分離性に関する情報を検知する
分離性検知手段と、制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記分離性検知手段による分離性に関する情報に基づいて、前記突出
量切換え手段及び前記張力切換え手段を制御して前記突出量及び前記張力を切り換えるこ
と、
　を特徴とする。
【００１４】
　前記画像形成装置においては、定着ベルトの張力と、ニップ部の通紙方向下流側におけ
るパッド部材の突出量とを、記録材の分離性に基づいて切り換えるようにしたため、分離
性が低下した状態での記録材に対する分離性能が向上するとともに、定着ベルトなどの耐
久性の劣化が抑制される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、定着ベルトなどの耐久性をできるだけ低下させることなく記録材の分
離性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一実施例であるカラー画像形成装置を示す概略構成図である。
【図２】定着装置を示す断面図であり、（Ａ）は分離性が通常の場合、（Ｂ）は分離性が
低下した場合を示している。
【図３】前記定着装置の平面図である。
【図４】前記画像形成装置の制御部を示すブロック図である。
【図５】前記定着装置における潤滑剤の状態を示す断面図であり、（Ａ）は分離性が通常
の場合、（Ｂ）は分離性が低下した場合を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る画像形成装置の実施例について、添付図面を参照して説明する。な
お、各図において同じ部材、部分には共通する符号を付し、重複する説明は省略する。
【００１８】
　（カラー画像形成装置の概略、図１参照）
　まず、一実施例である電子写真方式によるカラー画像形成装置１の概略構成について図
１を参照して説明する。この画像形成装置１は、上部に画像読取りユニット８０を備え、
タンデム方式でカラー画像を形成するようにしたものである。即ち、四つの作像ユニット
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１０（イエロー画像を形成するための作像ユニット１０ｙ、マゼンタ画像を形成するため
の作像ユニット１０ｍ、シアン画像を形成するための作像ユニット１０ｃ、ブラック画像
を形成するための作像ユニット１０ｋ）が並置されており、各感光体１１上に形成された
各色のトナー画像を中間転写ベルト３１上に転写ローラ３２から付与される電界により転
写／合成（１次転写）する。その後、合成トナー画像を転写ローラ３５から付与される電
界により記録材上に２次転写する。
【００１９】
　それぞれの感光体１１の周囲には、帯電ローラ１２、現像ローラ１３ａを含む現像器１
３、残留トナーのクリーニングブレード１４などが配置されており、さらに、レーザ走査
光学ユニット２０が配置されている。この種の作像ユニット１０によって電子写真方式で
感光体１１上にトナー画像を形成し、中間転写ベルト３１に１次転写し、さらに記録材上
に２次転写するプロセスは周知であり、その説明は省略する。
【００２０】
　記録材は、給紙カセット５０に積載収容されており、給紙ローラ５１によって１枚ずつ
給紙される。給紙された記録材は、レジストローラ対５２を介して２次転写部へ搬送され
、トナー画像が２次転写される。その後、記録材は定着装置６０でトナーの加熱定着を施
され、排出ローラ対５６から排出部５７へ排出される。
【００２１】
　（定着装置、図２及び図３参照）
　定着装置６０は、図２（Ａ）に示すように、少なくとも一つの保持ローラ６１と、パッ
ド部材６２と、保持ローラ６１及びパッド部材６２に無端状に張架された定着ベルト６３
と、定着ベルト６３を介してパッド部材６２を加圧する加圧ローラ６４と、を含み、保持
ローラ６１は熱源６５を内蔵している。この定着装置６０にあっては、パッド部材６２に
保持された定着ベルト６３と加圧ローラ６４との間に形成されたニップ部を所定の定着温
度に加熱し、該ニップ部に記録材Ｓを矢印Ｂ方向に通過させることで記録材Ｓ上の未定着
トナーを加熱定着する。
【００２２】
　熱源６５によって保持ローラ６１が加熱され、定着ベルト６３は矢印Ｄ方向に回転しつ
つ保持ローラ６１との接触部で加熱される。この加熱部分がニップ部に到達したときパッ
ド部材６２及び加圧ローラ６４を加熱し、ニップ部が必要な定着温度に保持される。
【００２３】
　さらに、定着装置６０は、パッド部材６２に設けられて、ニップ部の記録材通過方向Ｂ
の下流側で定着ベルト６３の加圧ローラ６４に対する接触面側に突出可能な突出部６６と
、突出部６６の突出量を切り換える突出量切換え手段６７と、定着ベルト６３の張力を切
り換える張力切換え手段６８と、を有している。
【００２４】
　以下に、定着ベルト６３やローラ６１，６４などの構成、材料、サイズを詳細に説明す
るが、それらに限定しないことは勿論である。定着ベルト６３は、厚さ７０μｍのポリイ
ミド樹脂などの耐熱性基体の外周面を厚さ２００μｍの耐熱性シリコンゴムで被覆し、さ
らに、その外周面に離型層として厚さ３０μｍのパーフルオロアルコキシチューブで被覆
したものを使用している。定着ベルト６３の外径寸法は８０ｍｍ、幅寸法は３４０ｍｍ（
図３参照）である。
【００２５】
　保持ローラ６１は、アルミニューム製の肉厚２ｍｍの円筒状の中空回転体であり、その
外周面を耐熱性の樹脂チューブで被覆したハードローラとして構成されており、外径寸法
は４７ｍｍである。熱源６５としてはハロゲンランプが使用されている。なお、熱源６５
は必ずしも保持ローラ６１に内蔵されている必要はなく、定着ベルト６３を外部から直接
的に加熱するヒータや励磁コイルを用いた誘導加熱発熱体を用いてもよい。また、定着ベ
ルト６３の表面温度を検知する温度センサ（図示せず）が設けられている。
【００２６】
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　パッド部材６２は、加圧ローラ６４と対向してニップ部を形成する接触面を有し、液晶
ポリマーやポリフェニレンサルファイドなどの耐熱性樹脂基体からなり、ニップ部（接触
面）を厚み１００μｍのポリテトラフルオロエチレンで被覆したものである。
【００２７】
　突出部６６は、ニップ部の通紙方向Ｂの下流側で定着ベルト６３の加圧ローラ６４に対
する接触面側に突出可能なように通紙方向Ｂに対して直交する方向に移動自在に設けられ
ている。突出量切換え手段６７は、突出部６６の背後を押圧するアクチュエータ６７ａと
カム６７ｂと図示しない駆動源とで構成されている。駆動源は、ソレノイド、モータとク
ラッチとの組合せなどであり、カム６７ｂの回転角度を変化させることでアクチュエータ
６７ａを介して突出部６６をニップ部に対して進退させる。これにて、突出部６６の突出
量が切り換えられる。図２（Ａ）は、記録紙Ｓの分離性が通常の場合である突出部６６の
位置を示し、図２（Ｂ）は分離性が低下した場合（後に詳述する）の位置を示している。
【００２８】
　パッド部材６２は、高さ方向（通紙方向Ｂ）に３０ｍｍであり、幅寸法は３７０ｍｍ（
図３参照）である。図３に示すように、突出部６６は幅寸法がパッド部材６２よりも大き
く設定されている。突出部６６の幅寸法を定着ベルト６３やパッド部材６２よりも大きく
設定することで、定着ベルト６３及びパッド部材６２よりも外側に出ている部分をアクチ
ュエータ６７ａで押圧して突出部６６を進退させる。
【００２９】
　パッド部材６２と定着ベルト６３との間には潤滑剤７０（図５参照）が塗布されている
。潤滑剤７０は、ジメチルシリコンオイル、フッ素グリスを好適に用いることができ、パ
ッド部材６２と定着ベルト６３との間に油膜を形成する程度の少量が保持されているか、
定着ベルト６３の内周面に保持されている。この潤滑剤７０は、定着ベルト６３の回転に
伴ってパッド部材６２の接触面に少量ずつ侵入することで、定着ベルト６３とパッド部材
６２との間に油膜として保持される。
【００３０】
　加圧ローラ６４は、金属製の芯金６４ａの周囲を厚さ３ｍｍの耐熱性シリコンゴム６４
ｂで被覆し、シリコンゴム６４ｂの外周面に厚さ３０μｍのパーフルオロアルコキシチュ
ーブ６４ｃで被覆したソフトローラとして構成されており、外径寸法は５０ｍｍである。
【００３１】
　定着ベルト６３の張力切換え手段６８は引っ張りばね６８ａを備えている。即ち、保持
ローラ６１の図示しない支軸は図２（Ａ）中矢印Ｅ方向に移動自在に配置されている。引
っ張りばね６８ａの先端は該支軸に係止され、後端は駆動源に接続されている。駆動源は
、ソレノイドやモータなどであり、引っ張りばね６８ａによる支軸への付勢力を変化させ
ることで、定着ベルト６３の張力が切り換えられる。
【００３２】
　保持ローラ６１は、パッド部材６２に対して若干下方に配置されているほうが、ニップ
部の通紙方向出口側で定着ベルト６３をより引っ張り、出口側の定着ベルト６３の曲率半
径を小さくできるので分離性能の点で好ましい。
【００３３】
　以上の構成からなる定着装置６０において、加圧ローラ６４が図示しない駆動手段によ
って矢印Ｃ方向に回転駆動されると、定着ベルト６３及び保持ローラ６１がそれぞれの摩
擦力によって矢印Ｄ方向に回転する。また、定着ベルト６３は熱源６５によって間接的に
加熱される。加圧ローラ６４は図示しない付勢手段によって定着ベルト６３を介してパッ
ド部材６２に弾性的に圧接する。これにて、加圧ローラ６４のシリコンゴム６４ｂ、チュ
ーブ６４ｃが内方に部分的に撓み、定着ニップ部を形成する。このニップ部を記録材Ｓが
トナー画像形成面をパッド部材６２に向けた状態で矢印Ｂ方向に通過することにより、ト
ナーが加熱定着される。
【００３４】
　（制御部、図４参照）
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　画像形成装置１には前記定着装置６０に関して、画像プリント時に記録材の定着ニップ
部からの分離性を検知する分離性検知手段と、制御手段と、を備えている。制御手段は、
分離性検知手段による分離性に関する情報に基づいて、突出量切換え手段６７及び張力切
換え手段６８を制御して突出部６６の突出量及び引っ張りばね６８ａの張力を切り換える
。
【００３５】
　詳しくは、図４に示すように、制御部１００を構成するＣＰＵ１０１には分離性検知手
段からの分離性に関する各種情報が入力される。分離性に関する情報とは、記録材情報部
１１１からの記録材の種類（普通紙か薄紙かなど）、耐久状態情報部１１２からの定着装
置６０の耐久状態、画像パターン情報部１１３からのプリントされる画像パターンのカバ
レッジ、使用環境情報部１１４からの環境湿度である。なお、分離性に関する情報はこれ
ら以外にも種々のものがあり得る。また、ＣＰＵ１０１は突出量切換え手段６７及び張力
切換え手段６８を制御する。
【００３６】
　記録材情報部１１１からは、記録材の斥量や種類が入力される。記録材は斥量が小さく
薄い紙ほど分離性が悪いので、ＣＰＵ１０１は、例えば、斥量が６０ｇ／ｍ2以下は分離
性が悪いと判別する。また、コート紙のように表面が平滑であるものは分離性が悪いと判
別する。耐久状態情報部１１２からは、定着ベルト６３の使用期間（プリント枚数に換算
した値）が入力される。定着ベルト６３は使用期間が短いほどその表面が平滑であるため
、ＣＰＵ１０１は新品からプリント枚数が１０００枚以内であれば分離性が悪いと判別す
る。
【００３７】
　画像パターン情報部１１３からは、プリント画像のカバレッジが入力される。高濃度の
画像パターンが通紙方向Ｂの先端近くに配置されているほど分離性が悪くなる。そこで、
ＣＰＵ１０１は８０％以上の画像カバレッジが通紙方向Ｂの先端から３ｍｍ以内の領域に
存在する場合は分離性が悪いと判別する。使用環境情報部１１４からは、定着装置６０の
周囲の湿度が入力される。湿度が高くなると記録材の腰が弱くなり、分離性が悪くなるの
で、ＣＰＵ１０１は湿度が７０％以上であれば分離性が悪いと判別する。
【００３８】
　（分離性と突出量及び張力の設定）
　突出部６６の突出量は、分離性が不利でない通常の場合、屈曲による定着ベルト６３へ
大きなダメージを与えない範囲で設定される。本実施例において、分離性が通常の場合、
突出部６６はその先端がパッド部材６２の接触面から０．２ｍｍ突出した位置に設定され
ている。なお、突出量はゼロまたはマイナスであってもよい。分離性が低下した場合、突
出部６６はその先端がパッド部材の接触面から０．５ｍｍ突出した位置に設定される。
【００３９】
　引っ張りばね６８ａの張力は、パッド部材６２と定着ベルト６３との間の圧力を両者の
摩擦によって耐久性に悪影響を与えない範囲で上限が設定され、定着ベルト６３と保持ロ
ーラ６１との間の密着状態が低下して定着ベルト６３の加熱に悪影響を与えない範囲で下
限が設定される。本実施例において、張力は、分離性が通常の場合は４０Ｎに設定され、
分離性が低下した場合は６０Ｎに設定される。
【００４０】
　ＣＰＵ１０１は、前記情報部１１１～１１４からの情報の一つ又は複数を組み合わせて
分離性が不利であると判別した場合、突出量切換え手段６７及び張力切換え手段６８を制
御して突出部６６の突出量を大きくし、かつ、引っ張りばね６８ａの張力を大きくする。
図２（Ｂ）はこの状態を示している。即ち、突出部６６の突出量を大きく設定すると定着
ベルト６３の通紙方向下流側での突出し量が大きくなり、かつ、定着ベルト６３の張力を
大きく設定するとニップ部の出口側において定着ベルと６３がより大きく曲げられる（曲
率半径が小さくなる）ことで、記録材の腰の強さによって分離性が向上する。
【００４１】
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　ちなみに、分離性が低下した場合、突出部６６の突出量は、短期的な使用において、屈
曲による定着ベルト６３の折れといったダメージを与えないような範囲に設定され、引っ
張りばね６８ａの張力は、ニップ部の出口側での定着ベルト６３の弾性によるふくらみが
小さくなる又は解消されるように設定される。これにて、分離性が低下した場合は、分離
性が通常の場合よりも定着ベルト６３のニップ部の出口側での曲率半径が小さくなり、分
離性が向上する。
【００４２】
　一方、定着ベルト６３の曲率半径が小さくなることで、定着ベルト６３のダメージが大
きくなる。また、張力が大きくなることで、パッド部材６２と定着ベルト６３との間の接
触圧力が高まることになり、両者の間に介在する潤滑剤の油膜が薄くなって磨耗が促進す
る。それゆえ、分離性を向上させた状態で定着装置６０を長期に稼動することは耐久性の
点から望ましくない。本実施例では、分離性が不利な場合にのみ突出量及び張力を切り換
えて稼動させることで、分離性の向上と耐久性の維持を両立させることを可能としている
。
【００４３】
　（潤滑剤の供給、図５参照）
　前述のように、パッド部材６２と定着ベルト６３との間には潤滑剤７０が介在されてお
り、摩擦による両者の磨耗を抑制している。しかし、パッド部材６２と定着ベルト６３の
磨耗は全体として均一に進行するのではなく、接触圧が大きい部分が局所的に形成され、
その部分で潤滑剤７０の油膜が薄くなって磨耗が促進する。
【００４４】
　突出量及び張力が通常設定の場合、図５（Ａ）に示すように、突出部６６の突出量はゼ
ロか小さいため、接触圧Ｐはパッド部材６２の端部、即ち、ニップ部の入口側と出口側で
高くなる分布を示す。ニップ部の入口側や出口側の接触圧Ｐが高い部分では、潤滑剤７０
の保持量が少なく、磨耗が促進されるので耐久性では不利になる。潤滑剤７０は、その多
くが定着ベルト６３がパッド部材６２に巻き掛かる直前に保持されているか、または、定
着ベルト６３のパッド部材６２とは対向しない内面に保持されており、パッド部材６２の
接触面に少量ずつ侵入することでパッド部材６２と定着ベルト６３との間に油膜を形成す
る。但し、通常設定の場合は定着ベルト６３の張力が小さくかつ曲率半径が大きいため、
侵入部でのパッド部材６２と定着ベルト６３との間の角度αが大きく、パッド部材６２へ
の潤滑剤７０の侵入量が比較的小さい。また、ニップ部の入口側での接触圧Ｐが高いこと
により、油膜の保持量も小さくなり、潤滑剤７０が不足する傾向にある。
【００４５】
　一方、分離性が低下して突出量及び張力を大きく設定した場合、図５（Ｂ）に示すよう
に、接触圧Ｐは突出部６６の部分で増加するとともに、ニップ部の入口側や出口側で低下
した分布を示す。ニップ部の入口側や出口側の接触圧Ｐが低下することで、この部分での
潤滑剤７０の保持量が増加する。また、定着ベルト６３の張力が高くなることによって、
侵入部でのパッド部材６２と定着ベルト６３との間の角度αが小さくなり、いわゆるくさ
び効果により、パッド部材６２への潤滑剤７０の侵入量が増加する。それらによって、ニ
ップ部、特に、ニップ部の入口側において潤滑剤７０の侵入量及び保持量が増加し、油膜
の形成状態が改善される。分離性が不利な条件でプリント処理を行った後、不利な条件が
解消されて通常の設定に戻った場合、接触圧Ｐは高い状態になるため、潤滑剤７０の油膜
は徐々に薄くなる。しかし、分離性が不利な状態での稼動時に一時的に潤滑剤７０が増加
することで、潤滑剤７０が交換され、かつ、ベルト６３やパッド部材６２の削れによる廃
棄物が少なくなる。つまり、分離性が不利であるために、突出量や張力を大きくした状態
での稼動を適度に実行することで、潤滑剤７０の油膜状態が改善された効果が継続される
。
【００４６】
　よって、定着装置６０を分離性が不利な条件で駆動することは、その駆動を長期にわた
って実行するとパッド部材６２や定着ベルト６３の耐久性が劣化することになる。しかし
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の駆動のみの場合に比べて、パッド部材６２の磨耗に不利な部分への潤滑剤７０の供給が
多くなることにより、パッド部材６２や定着ベルト６３の磨耗を抑制する効果を生じる。
【００４７】
　それゆえ、所定の駆動期間内に突出量及び張力の切換えが行われなかった場合であって
も、前記のような潤滑剤７０の供給による油膜の改善効果（磨耗抑制効果）を見込んで、
一定の間隔で、定着装置６０が動作している状態で突出量及び張力の切換えを実行するこ
とが好ましい。例えば、プリント枚数が１００００枚に達するごとに、１分間程度、分離
性が不利な状態への切換えを行う。この場合、切換え動作中は定着装置６０を加熱状態で
駆動することが好ましい。
【００４８】
　（他の実施例）
　なお、本発明に係る、画像形成装置は前記実施例に限定するものではなく、その要旨の
範囲内で種々に変更することができる。
【００４９】
　特に、画像形成装置としては、プリント機能のみを備えたもの以外に、通信機能やファ
クシミリ機能などを備えた複合機であってもよい。また、定着装置などの細部の構成は任
意である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上のように、本発明は、画像形成装置に有用であり、特に、定着ベルトなどの耐久性
をできるだけ低下させることなく記録材の分離性能が向上する点で優れている。
【符号の説明】
【００５１】
　１…画像形成装置
　６０…定着装置
　６１…保持ローラ
　６２…パッド部材
　６３…定着ベルト
　６４…加圧ローラ
　６５…熱源
　６６…突出部
　６７…突出量切換え手段
　６８…張力切換え手段
　１０１…ＣＰＵ（制御手段）
　１１１…記録材情報部
　１１２…耐久状態情報部
　１１３…画像パターン情報部
　１１４…使用環境情報部
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